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１．趣旨 

この要領は、八千代町立学校給食センターの調理・配送業務を、民間事業者に委託

するにあたり、公募型プロポーザル（企画提案）方式による民間事業者の募集を行い、

優先交渉権獲得事業者（以下、「受託候補者」）を選定するため、必要な事項を定めた

ものです。 

 

２．目的 

 学校給食の質の維持、かつ安心・安全で安定的な提供、さらに食育等教育の一環と

しての学校給食の意義を理解し、優れた調理技術や確かな調理従事体制、衛生管理能

力等を確保している事業者を、受託候補者として選考することを目的とします。 

 

３．業務概要 

（１）業務名 

  八千代町立学校給食センター調理・配送業務 

（２）対象施設 

施設名 八千代町立学校給食センター 

所在地 茨城県結城郡八千代町若１５１７番地９ 

建築年月 令和元年８月 

建物構造 鉄骨造２階建 

システム 完全ドライシステム 

調理品目 １献立（約３品／１日） 

配食校数 小学校５校／中学校２校 

調理食数 約１,６００食／１日 

調理稼働日数 約１９５日／１年 

（３）業務内容 

    委託業務は以下のとおりとします。業務の詳細については、「八千代町立学

校給食センター調理・配送業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）による

ものとします。 

①食材の検収業務 

    ②調理業務 

    ③配缶業務 

    ④配送業務 

⑤回収業務 

    ⑥洗浄・消毒・保管業務 

    ⑦施設、設備の清掃及び日常点検業務 

    ⑧使用物品の管理及び簡易な修理業務 

    ⑨配送車両の清掃及び日常点検業務 
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    ⑩残菜及び厨芥の集積、処分業務 

    ⑪ボイラー運転、管理業務 

    ⑪その他付帯する業務 

    ※献立作成、食材の調達、給食費徴収、施設設備の基幹に係る保守等の業務

は含みません。 

（４）受託事業者の選定方法 

    公募型プロポーザル（企画提案）方式による選定とします。 

（５）委託期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間） 

 （６）提案限度額 

２０５,２００,０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く３年間の総額） 

    ※上記の金額は、契約金額の上限を示すものであり、この金額での契約を約

束するものではなく、優先交渉者と協議の上決定するものである。 

 

４．応募事業者の条件等 

（１）資格要件 

応募する事業者は、次に掲げる要件を全て満たす事業者とします。 

①八千代町入札参加資格者名簿に登録されていること。 

②法人格を有し、本業務委託を円滑に遂行できるよう、安定的かつ健全な財

務能力を有していること。 

③これまでに茨城県内において１施設１日２,０００食以上の学校給食セン

ター方式の受託実績を有し、かつ現在も該当する施設での調理等業務契約

を締結していること。 

④茨城県内に本社又は事業所を有し、緊急時に概ね２時間以内に管理責任者

が「八千代町立学校給食センター」に来所できる人的・動的体制があり、

十分なサポート体制が確保できる者であること。 

（２）参加制限 

次に掲げる者は、応募に参加することができません。 

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の 4の規定に該

当する者。 

②八千代町の指名停止措置を受けている者。 

③破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続き開始の申立て、

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更正手続開始の申

立て、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手

続開始の申立てが行われた者。ただし、会社更生法に基づく更正手続開始

の決定を受けた者、又は民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定し

た者に限る。）を受けた者は、この限りではない。 

④国及び地方税を滞納している者。 
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⑤過去５年以内に食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）の規定による営

業止の処分を受けた者。ただし、当該処分後の対応、改善策に関する書面

等により、適正な食品衛生対応の確認ができる場合を除く。 

⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成

員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しな

い者の統制の下にある者。 

（３）応募資格の確認 

    応募事業者の確認は、提案書の提出日を基準とします。ただし、その後にお

いて備えるべき資格要件を欠く事態が生じた場合は失格とします。 

 （４）応募に関する留意事項 

    ①応募事業者は、提案書の提出をもって実施要領等の記載内容を承諾したも

のとみなします。 

    ②応募に関して必要な費用は、応募事業者の負担とします。 

    ③応募に関して使用する言語は日本語とし、単位は計量法（平成４年法律第

５１号）に定めるものとし、通貨単位は円とします。 

    ④応募事業者から実施要領に基づいて提出される書類の著作権は、原則とし

て書類の作成者に帰属します。ただし、採用した提案書類等の著作権は、

町に帰属するものとします。 

    ⑤提出された書類については、変更できないものとし、またその理由に関わ

らず返却いたしません。 

    ⑥町が提示する資料は、参加に係る検討以外の目的で使用することを禁止し

ます。また、この検討の範囲内であっても、町の了承を得ることなく、第

三者に対してこれを使用させ、または、内容を提示することを禁止します。 

    ⑦提出書類提出日から事業者が決定されるまでの間に、次のいずれかに該当

する場合の応募は無効とします。 

     (ア)応募事業者が不渡手形、又は不渡小切手を出した場合 

     (イ)同一の応募事業者が複数の提案を行った場合 

     (ウ)同一事項に対し、二通り以上の書類が提出された場合 

     (エ)記載すべき事項の全部、又は一部が記載されていない場合 

     (オ)虚偽の内容が記載されている場合 

     (カ)審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

     (キ)著しく信義に反する行為があった場合 

 （５）その他 

    ①町が提出する資料、及び質問書への回答書は、本実施要領等と一体のもの

として、同等の効力を有するものとします。 

    ②本実施要領等に定めるもののほか、応募に当たっての必要な事項が生じた

場合には、応募事業者に通知します。 
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    ③選考結果についての不服、及び異議申し立ては認めません。 

 

５ 応募手続 

  事業実施のスケジュールは、以下のとおりです。ただし、受付等は、午前９時か

ら午後５時までとし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

には行いません。 

(1)実施要領等の公表 令和 7年 10月 20日(月)～10月 24日(金) 

(2)現地見学会 令和 7年 10月 28日(火) 

(3)実施要領等に関する質問の受付 令和 7年 10月 28日(火)～11月 4日(火) 

(4)質問の回答 令和 7年 11月 7日(金) 

(5)参加表明書、提案書類の提出期限 令和 7年 11月 28日(金) 

(6)プレゼンテーション、審査 令和 7年 12月 17日(水) 

審査結果通知 令和 7年 12月下旬 

受託事業者の決定 令和 7年 12月下旬 

（１）実施要領等の公表 

   実施要領等の公表を次のとおり行います。 

   ①公表方法  町ホームページへの掲載 

         （町ホームページ：https://www.town.ibaraki-yachiyo.lg.jp） 

   ②公表期間  令和７年１０月２０日（月）～１０月２４日（金） 

   ③公表資料 

(ア)実施要領 

    (イ)仕様書 

    (ウ)様式集 

    (エ)その他資料（調理場平面図 他） 

（２）現地見学会 

    現地見学会を、次のとおり開催します。 

    ①日  時  令和７年１０月２８日(火) 

           午後２時から（受付開始は午後１時３０分） 

    ②場  所  茨城県結城郡八千代町若１５１７番地９ 

           八千代町立学校給食センター 

    ③留意事項 

(ア)説明会参加希望者は、令和７年１０月２４日（金）午後５時まで



- 5 - 

 

に、法人名、参加者氏名及び参加人数を、八千代町立学校給食セン

ターへＥメールにて連絡してください。 

Ｅメールアドレス：kyuushoku@town.ibaraki-yachiyo.lg.jp 

(イ)参加人数は、１事業者につき３名までとします。 

(ウ)説明会では、原則として実施要領等の配布はしないので、各自持参

して下さい。 

(エ)説明会及び現地見学会に不参加の事業者は、応募することはできま

せん。 

(オ)現地見学会に参加する場合は、参加者の細菌検査結果（直近２週間

以内）の原本、又はコピーを持参すること。また、清潔な白衣・帽

子・靴は各自用意すること。 

※参加者が多数の場合は、別の期日を設けるなど調整することがあります。 

 （３）実施要領等に関する質問の受付 

    本実施要領等の内容に関する質問は、応募を予定する事業者が行うものとし、

次のとおり受け付けます。 

①質問書（様式第１号）に内容を簡潔にまとめて記載し、Ｅメールにより提  

出してください。 

②Ｅメールアドレス：kyuushoku@town.ibaraki-yachiyo.lg.jp 

    ③受付期間は、令和７年１０月２８日（火）～１１月４日（火）午後５時ま

で。 

 （４）質問の回答 

    質問の回答書は、令和７年１１月７日（金）に町ホームページ上にて公表

することとし、口頭等による個別対応は一切行わないものとします。また、

無用な混乱を招くことが危惧されるときは、質問に回答しない場合がありま

す。 

 （５）参加表明書及び提案書類の提出 

    応募事業者は、次により提出してください。 

①提 出 先  茨城県結城郡八千代町若１５１７番地 9 

       八千代町立学校給食センター 

②提出方法  持参のみ 

③提出書類  (ア)参加表明書（様式第２号、様式第２号－１）正１部 

       (イ)提案書類（様式第３号～第１０号）正１部・副６部 

④提出期限  令和７年１１月２８日（金） 

（土、日・祝日を除く午前９時から午後５時） 

    ⑤留意事項 

     (ア)提案書はＡ４判・縦型・横書き・左綴じで作成し、複数ページにわた

るものはページ番号を付してください。各様式のほか添付書類を含め、

Ａ４判フラットファイルに綴じ、表紙・背表紙に事業者名を表記して
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ください。 

     (イ)事業者の概要については、沿革・組織等が表記されたＰＲ用パンフレ

ットでも可とします。 

     (ウ)提案書は、提案様式に準拠した書類で提出してください。 

     (エ)見積額が、「３（６）」を超える場合、又は異常に少額であるなど、本

事業の適正な履行に支障があると判断した場合には、失格とする場合

があります。 

     (オ)見積書に記載する委託料の金額は、消費税及び地方消費税を含めずに

記載すること。 

     (カ)見積書を先頭に、人件費、保健衛生費、現場経費、管理費等、詳細な

積算内訳書を（任意様式）を添付すること。 

     (キ)見積内容は、提案書等と同一のものとし、仕様書に基づき作成するこ

と。 

     (ク)提出期限が過ぎた場合は、辞退したものとみなします。 

 （６）参加辞退 

    参加表明書提出後、やむを得ず辞退をする場合は、参加辞退届（様式第１１

号）を提出すること。 

 

６ 審査及び結果 

  八千代町立学校給食センター調理・配送業務委託プロポーザル審査委員会（以下

「審査委員会」という。）等において、下記の審査方法に基づいて審査を行い、総

合的に最も優れた事業者の選定を行います。 

 （１）審査方法 

    ①参加資格審査 

     担当部署は、参加申込書等により、この実施要領等に記載している応募事

業者の、備えるべき要件を満たしていることを確認します。なお、資格不備

の場合は失格とします。 

    ②プレゼンテーション審査 

     (ア)手  法  企画提案書に沿ったプレゼンテーションとします。資

料の追加は認めません。 

     (イ)所要時間  ３０分以内（プレゼンテーション２０分以内、質疑応答

１０分以内） 

(ウ)出席者数  ３名以内（調理業務における総括責任者の出席が必須） 

     (エ)使用機器  プレゼンテーションにおいて、町で用意したプロジェク

ターを使用することができます。しかし、パソコンとの

互換性により不具合が発生する場合がありますので、念

のため企画提案者でもご用意するようお願いいたしま

す。なお、スクリーン、ホワイトボードおよびマイクは
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町で用意します。 

     (オ)そ の 他  ・詳細については、別途通知します。 

             ・審査を行う順番は、審査における書類の受付順とします。 

 （２）評価基準 

    企画提案書、プレゼンテーション及び質疑応答の評価項目、判定基準並びに

評価点については、下記のとおりとします。 

No. 評価項目 判定基準 配点 

1 企業理念 
・学校給食に対する基本的な考え方 

・学校給食調理業務に取り組む意欲 
5 

2 業務実績 
・学校給食調理・配送業務受託実績 

 （学校給食センター方式） 
20 

3 危機管理体制 

・食中毒、異物混入等の防止策及び発生時の 

対処体制 

・生産物賠償責任保険（ＰＬ保険）等の損害賠

償制度の加入グレード 

・災害時対応 

15 

4 業務実施体制 

・配置人数、組織体制 

・業務責任者等の配置 

・配置者の資格、経験内容 

・地元採用計画 

・現在勤務している調理員のうち、雇用を希望

する者に対する考え方、及び雇用条件 

・従事者の休暇等における代替者確保体制 

・配送時の安全運転対策 

・作業工程表、作業動線図 

20 

5 衛生管理体制 

・事業者としての衛生管理の考え方 

・指導、検査体制 

・従事者の健康管理対策 

20 

6 教育・研修体制 ・従事者に対する巡回指導及び研修計画 ５ 

7 
食育の充実・学校

との交流企画 

・食育の充実関連活動 

・学校等との交流企画 
5 

8 見積提案書 ・見積提案額の内訳 10 

合計点数 100 

 （３）評価採点 

    各評価項目について、提案内容の優劣に応じてＡからＥまでの５段階評価を

行う。評価項目の配点に対し、それぞれの評価に応じた係数を乗じた評点が得

点となります。 
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評価 係数 

Ａ 非常に優れている × １．０ 

Ｂ 優れている × ０．８ 

Ｃ やや優れている × ０．６ 

Ｄ 一般的である × ０．４ 

Ｅ 熟度不足 × ０．２ 

                       （小数点以下第２位を四捨五入） 

 （４）審査及び選定に関する留意事項 

    ①次のいずれかに該当する場合は、失格とする。また、場合によっては、指

名停止措置を行うことがあります。 

     (ア)提出書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合。 

     (イ)虚偽の記載や、不正が認められた時。 

     (ウ)記載すべき事項の全部、一部が記載されていない場合または記載すべ

き事項以外の内容が記載されている場合。 

     (エ)審査の公平性に影響を与える場合があった場合。 

     (オ)本実施要領に違反すると認められた場合。 

     (カ)プレゼンテーション当日、正当な理由なく指定した時刻に遅れた場合。 

     (キ)不正な手段を用いて本事業を誹謗し、または事業の公正な執行を妨げ

た場合。 

     (ク)本町が提示した提案限度額を超える見積書を提出した場合。 

     (ケ)応募を予定する事業者および提案者が、審査員、関係町職員と本件提

案についての接触（公募説明会、公募に関する質問等、正当な行為を

除く）の事実が認められた場合。 

     (コ)その他、本プロポーザルに関して、不適切な行為があった場合。 

    ②提出された企画提案に係る書類の著作権は、元来第三者に帰属するものを 

     除き、それぞれの提出者に帰属するものとする。 

     なお、第三者の著作物を使用する場合は、著作権法に認められた場合を除

き、第三者の承諾を得ること。第三者の著作物の使用に関する責は、使用

した参加者に帰すものとする。 

    ③提出された書類は、審査を行う作業に必要な範囲において、複製を作成す

ることがある。 

    ④提出された参加表明、および企画提案にかかる書類は返却しない。なお、

審査以外の目的で無断使用はしません。 

    ⑤このプロポーザル手続きにおいて、本町が配付した書類や資料等を他の目

的で使用しないこと。 

 （５）審査結果の通知 

    ①審査結果は、提案者に文書で通知します。電話等による問い合わせには応
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じません。 

    ②審査結果に対する異議を申し立てることはできません。 

 （６）優先交渉権者の決定 

町は、審査委員会の審査結果を踏まえて、評価点が最も高い応募事業者を優

先交渉権者とし、随意契約の交渉を行います。優先交渉権者が契約を締結しな

い場合は、評価点の高い応募事業者から順に契約交渉を行い、合意に達した応

募事業者と随意契約を実施します。 

 

７ 委託条件 

 （１）遵守法令等 

①学校給食法、食品衛生法、労働基準法等の労働関係法令、その他の関連法

規等。 

②学校給食衛生管理基準（文部科学省）、大量調理施設衛生管理マニュアル

（厚生労働省）、その他の関連要綱等。 

（２）責任分担 

種   類 内     容 
責任者 

町 事業者 

業務の中止・延

期 

町の指示によるもの ○  

災害等不可抗力によるもの ○  

事業者の業務放棄・破綻等  ○ 

運営費の変動 業務増加以外の要因による運営費用の増大  ○ 

税率等の変更 消費税率等が変更された場合 ○  

損害賠償 第三者に損害・賠償を与えた場合  ○ 

調理事故・異物

混入 

事業者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

上記以外 ○  

施設設備の補修 

事業者の責めに帰すべき事由による場合及

び簡易な補修等 

 
○ 

上記以外 ○  

業務の実施水準 仕様書で定める水準に不適合である場合  ○ 

 

８ 業務実施 

  受託事業者は、業務の継続が困難になった場合又はその懸念が生じた場合は、速

やかに町に報告するものとし、その場合の措置は次のとおりとします。 

（１）事業者の債務不履行の場合 

事業者の責めに帰すべき事由により、債務不履行又はその懸念が生じた場合

は、町は事業者へ期限を付して修復策の実施を求め、事業者が修復できなか

った場合には、町は契約の解除及びこれにより生じた損害賠償を求めます。 
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（２）町の債務不履行の場合 

町の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難になった場合、事業者は契

約を解除することができます。事業者が契約を解除した場合には、町に対しこ

れにより生じた損害賠償を求めることができます。 

（３）不可抗力等による場合 

不可抗力その他、町及び事業者の責めに帰すことができない事由により業務

の継続が困難と判断される場合には、町は契約を解除できるものとします。 

 

９ その他 

（１）受託者は、新規社員等を採用するにあたり、八千代町内在住者を積極的に雇

用するように努めること。同様に、現在勤務する調理員が雇用を希望した場合

も積極的に雇用するように努めること。 

（２）業務の引継ぎについて、受託者は契約日から令和８年３月３１日までを準備

期間として研修等を行うものとし、その経費負担は光熱水費を除き原則受託者

の負担とする。なお、令和８年４月１日から業務開始とする。 

（３）原状回復について、受託事業が終了するときは、当該施設及び設備を速やか

に現状に回復するものとする。 

（４）個人情報の取り扱いについて、受託者は八千代町個人情報保護条例（平成１

７年条例第１号）を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講

じなければならない。 

（５）立入検査、調査及び巡回指導等への協力について、教育委員会・学校及び保

健所等の検査機関による立入検査、教育委員会等による施設・設備及び備品等

の点検・調査及び必要に応じて行う検査や調査には、速やかに応じることとす

る。 

（６）この要領に定めのない事項については、別途協議して定めるものとする。 

 

10 問い合わせ先 

  本要領に関する担当は下記のとおりです。 

  担 当 部 署  〒３００－３５４４ 

茨城県結城郡八千代町大字若１５１７番地９ 

            八千代町立学校給食センター 

  電 話 番 号  ０２９６－４８－１１４９ 

  F A X 番 号  ０２９６－４８－３４８８ 

  E メールアドレス  kyuushoku@town.ibaraki-yachiyo.lg.jp 


